
 

 

 

平成 27年度特定健診・特定保健指導にかかる契約について 
 

【集合契約（A）に関する契約について】 

 

１．契約対象団体〈本年度と同様〉 

団 体 名 26 年度実施機関数 参考：25 年度実施機関数 

（公益社団法人）日本人間ドック学会 

（一般社団法人）日本病院会 
１，６１５ １，６０４ 

（一般社団法人）日本総合健診医学会 ２９５ ２８９ 

（公益社団法人）全日本病院協会 ８７６ ８９５ 

（公益財団法人）予防医学事業中央会 ３４ ３５ 

（公益財団法人）結核予防会 ４４ ４４ 

（公益社団法人）全国労働衛生団体連合会 ２５３ ２５８ 

＊複数団体への重複加盟機関を除くと 2,252機関（25年度は 2,251機関） 

＊平成 26年度集合契約 Bタイプ総数 46,952 機関（25年度は 47,089 機関） 

 

２．契約内容〈本年度と同様〉 

項 目 Ａタイプ 参考：Ｂタイプ 

単 価 全国統一単価 契約によって単価が異なる 

実施時期 基本的に通年実施 
基本的に通年実施 

（契約によっては実施時期に制限有） 

特
定
健
診 

検査項目 特定健診項目 （HbA1c を必須項目としている） 特定健診項目 

質問票 
全 22 項目実施  

（実施機関にて質問票を用意） 

服薬歴・喫煙習慣については必須  

（実施機関にて質問票を用意） 

詳細健診項目 
「貧血」「心電図」「眼底」検査を医師の判断により

実施 

「貧血」「心電図」「眼底」検査を医師の判断により

実施 

（実施機関によって実施可能な項目が異なる） 

追加健診項目 無 無 

受診者への 

結果通知 
実施機関より受診者全員へ行う 実施機関より受診者全員へ行う 

情報提供 実施機関より受診者全員へ行う 実施機関より受診者全員へ行う 

特
定
保
健
指
導 

動機づけ支援 
基本的に「標準的な健診・保健指導プログラム」に

準ずる 

基本的に「標準的な健診・保健指導プログラム」に

準ずる 

積極的支援 

基本的に「標準的な健診・保健指導プログラム」に

準ずる 

（初回面接以外に、必ず１回対面面接を実施する） 

基本的に「標準的な健診・保健指導プログラム」に

準ずる 

平成 26 年 12 月現在 



 

３．契約料金〈26年度と同額〉 

 

 

４．契約交渉のスケジュール 

◇１２月：全組合への次年度予算関連通知により、契約予定額を連絡 

 

◇  １月：集合契約委任状の更新等 

 

 ◇  ３月：契約締結 

 

項  目 
27 年度料金 

（税込） 

 

本体価格 

参考： 

26 年度集合契約 

B 平均単価 

特定健診（基本項目） ７，０２０ ６，５００ ８，１７８ 

特定健診 

（詳細項目） 

貧血検査（ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値、血色素

量、赤血球数） 
２３８ ２２０ ―― 

心電図（12 誘導） １，４０４ １，３００ ―― 

眼底検査（両眼、フィルム代含

む） 
１，２１０ １，１２０ ―― 

特定保健指導 
動機付け支援 ７，５６０ ７，０００ ９，７９０ 

積極的支援 ２３，７６０ ２２，０００ ２６，７８５ 

（単位：円） 


